
▽�

垂
石
恵
江
子
さ
ん
＝
図
書
カ
ー
ド
、

フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト（
市
立

図
書
館
へ
）

▽�

五
所
川
原
地
区
電
気
工
事
業
協
同
組

合（
島
谷
昭
一
理
事
長
）＝
立
佞
武
多

運
行
コ
ー
ス
街
路
灯
お
よ
び
道
路
の

清
掃
奉
仕

▽�

津
軽
快
道
や
っ
て
ま
れ
清
掃（
齋
勝

建
設
株
式
会
社
）＝
市
道
下
平
井
町

姥
萢
線
の
道
路
清
掃
奉
仕

▽�

進
友
会（
野
宮
祥
裕
会
長
）＝
20
万
円

▽�

株
式
会
社
平
川
工
務
店（
平
川
進
代

表
取
締
役
）＝
10
万
円

　

７
月
は
総
額
３
６
８
万
５
千
円
、
⓽4

人
の
方
か
ら
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

氏
名
等
の
公
表
は
同
意
い
た
だ
い
た

方
の
み
と
し
て
い
ま
す
。

▽
10
万
円

・
西
﨑
修
治
さ
ん（
東
京
都
千
代
田
区
）

▽
５
万
５
千
円

・
田
淵
寅
彦
さ
ん（
神
奈
川
県
横
浜
市
）

▽
５
万
円

・
西
川
眞
二
さ
ん（
大
阪
府
東
大
阪
市
）

・
内
藤
　
真
さ
ん（
広
島
県
広
島
市
）

・
新
海
徳
正
さ
ん（
愛
知
県
阿
久
比
町
）

・
中
村
信
也
さ
ん（
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
）

・
高
橋
理
沙
さ
ん（
埼
玉
県
三
芳
町
）

・
村
上
篤
三
郎
さ
ん（
栃
木
県
宇
都
宮
市
）

・
藤
田
和
政
さ
ん（
大
阪
府
寝
屋
川
市
）

▽
３
万
円

・
森
本
章
子
さ
ん（
東
京
都
東
久
留
米
市
）

▽
２
万
円

・
森
　
栄
爾
さ
ん（
愛
知
県
名
古
屋
市
）

・
堀
尾
英
巳
さ
ん（
愛
知
県
名
古
屋
市
）

・
森
　
喜
一
さ
ん（
東
京
都
品
川
区
）

・
飯
田
高
久
さ
ん（
神
奈
川
県
横
浜
市
）

・
野
波
直
宏
さ
ん（
東
京
都
渋
谷
区
）

▽
１
万
円

・
杉
下
義
倫
さ
ん（
愛
知
県
名
古
屋
市
）

・
西
村
伸
吾
さ
ん（
東
京
都
大
田
区
）

・
竹
内
鐵
治
さ
ん（
福
井
県
福
井
市
）

・
井
内
奈
穂
子
さ
ん（
千
葉
県
我
孫
子
市
）

・
倉
田
元
明
さ
ん（
東
京
都
墨
田
区
）

・
橋
本
良
枝
さ
ん（
東
京
都
千
代
田
区
）

・
藤
田
京
子
さ
ん（
栃
木
県
那
須
塩
原
市
）

・
中
西
　
大
さ
ん（
徳
島
県
徳
島
市
）

・
鰐
田
孝
志
さ
ん（
岡
山
県
井
原
市
）

・
服
部
誠
子
さ
ん（
大
阪
府
高
槻
市
）

　海区漁業調整委員会委員選挙人名簿は、有権者から
の申請に基づき毎年９月１日現在の選挙資格を調査し、
作成されます。漁業者の皆さんは、選挙管理委員会事
務局、市浦総合支所庶務係および十三漁業協同組合に
備え付けの申請書に記載注意事項を参考に、必要事項
を記入し、提出してください（申請書は、市ホームペ
ージからダウンロードもできます）。
　期限までに提出されない場合は、選挙人名簿に登載
されないことがありますので、ご注意ください。
提出先…選挙管理委員会事務局もしくは市浦総合支所
提出期間…９月２日㈬～５日㈯ ＊期限厳守
　ご不明な点は、お問い合わせください。
問…選挙管理委員会事務局　内線2752

　政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは公職
選挙法で禁止されており、有権者が政治家に求めるこ
とも禁止されています。
　下記の①～④および⑥の項目によって処罰されると
公民権停止（選挙への立候補、選挙での投票、選挙運
動への参加等の禁止）の対象となりますので、寄附禁
止のルールを守り、クリーンな選挙を実現しましょう。
①政治家の寄附の禁止
②政治家に対する寄附の勧誘、要求の禁止
③政治家の関係団体の寄附の禁止
④後援団体の寄附の禁止
⑤年賀状等のあいさつ状の禁止
⑥あいさつを目的とする有料広告の禁止
＊詳細は市ホームページをご覧ください。
問…選挙管理委員会事務局　内線2752

選�挙資格…平成７年12月６日以前に生まれ、かつ下
記のいずれかに該当する方
①�海区漁業調整委員会が設置される海区に沿う市町村
に住所または事業所を有する方で、１年に90日以
上漁船を使用する漁業を営みまたは漁業者のために
漁船を使用して行う水産動植物の採捕もしくは養殖
に従事する方（法人を含む）
②�知事の権限によって上記該当者の範囲を拡張せられ
た方
③�海区漁業調整委員会の委員または漁業協同組合もし
くは漁業協同組合連合会の役員であって、その委員
またはその役員に就任後、上記①②に該当しなくな
ったため選挙権を失った方

　子どもの心について学び日頃の子育てや子育て支援
活動に役立てませんか。興味のある方はどなたでも無
料で参加いただけます。
▷何を考え感じているの？
　　～子どもの心の発達とその問題～
講師…五所川原児童相談所　児童心理司　成田尚之氏
▷頼れるお助けマンとしての心得
　　～事業を円滑に進めるために～
講師…ファミリーサポートセンターアドバイザー
日時…９月９日㈬　10：00～12：00
場所…働く婦人の家（無料保育有り）
申込締切…９月８日㈫
申込先…ファミリー・サポート・センター
　　　　℡�35－8953

目録を手渡す野宮会長（右）
と平川代表取締役（左）

政治家の寄附行為禁止について ファミリー・サポート・センター講座

漁 業 者 の 皆 さ ん へ

善
意
の
花
か
ご

ふ
る
さ
と
納
税

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

20五所川原市役所　☎ 35－2111


